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主
な
内
容

　農業を始めようとしたきっかけは、小さい頃
から親が兼業で行っていた、水稲栽培を手伝っ
ていたため自然に興味を持ち高校生の頃、自分
は専業で新たな分野に挑戦したいと思い農業大
学に進学し野菜の勉強を始めました。
 農業に従事し、最初は、何もかも一からのス
タートだったので、農地の集積、農業機械の導
入、栽培品目、栽培のローテ－ション、品種、
肥料に関わるまですべてにおいて苦労しました。

　まだまだ、勉強不足な所もあるし、人手不足などの問題もたくさんあるが、就農３年目を迎えて
ある程度の基盤が出来てきたと実感出来ましたので、これから先もさらに努力をして規模拡大、品
質向上を計り、売上げられるように頑張りたいと思います。

大きな希望をもって
農業に励みます

二人でがんばっています

　農業体験を学ぼうと、東京都銀座
の泰明小学校から親子８０人が市内
の二本木の田んぼを訪れ、総上小学
校の親子２０人と一緒に田植えや下
妻の食材を生かしたバーベキューを
楽しみました。また、１０月には再
び訪れ、稲刈りを予定しています。
両校のPTAは、昨年の農業体験をき
っかけに交流が始まり、東京で餅つ
き大会を行うなど都市間の交流が深
まっています。

農業体験をとおして
都市との親睦を深めています

人見 一成さん、正恵さん夫妻
（鎌庭在住）

都市農村交流事業



・農地の売買、貸し借
　り、交換、後継者に
　贈与したい
・農地を宅地等に転用
　したい
・農業者年金関係につ
　いて知りたい
・農地について問題が
　起きている

など、お近くの農業委
員までお気軽にご相談
下さい。

　今
年
の
梅
雨
は
、
雨
量
が
少
な
く
明
け
る
の
が
７

月
28
日
と
遅
く
、
10
日
は
晴
天
と
云
う
事
も
な
く
雷

雨
等
、
不
安
定
な
天
気
が
続
き
ま
し
た
が
皆
様
は
、

御
健
勝
の
事
と
御
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　国
の
、
農
業
委
員
会
法
の
改
正
に
よ
り
、
４
月
１

日
か
ら
新
し
い
法
の
下
、
市
長
が
議
会
の
同
意
を
得

て
農
業
委
員
を
任
命
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　現
在
の
農
業
委
員
は
、
平
成
29
年
７
月
20
日
ま
で

の
任
期
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
改
選
時
に
は
、
新
た

に
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
も
選
ば
れ
、
双
方
で

協
力
し
て
活
動
す
る
事
に
な
り
ま
す
。

　活
動
は
、
農
地
の
貸
し
借
り
、
売
買
の
許
可
の
決

定
や
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
・
解
消
、
農
地
転
用

許
可
、
違
反
転
用
へ
の
対
応
、
農
業
へ
の
新
規
参
入

の
促
進
等
、
多
様
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　活
動
を
通
し
て
、
地
域
農
業
の
振
興
、
保
全
の
手

助
け
に
な
れ
る
よ
う
、
委
員
全
員
で
努
力
致
し
ま
す

の
で
、
皆
様
方
の
御
理
解
と
御
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。 ご

あ
い
さ
つ

会
長

笠
嶋 

和
良

農地等の相談はお近くの農業委員へ！

農家のみなさんへ

■農地を貸したい場合■

貸したい農地はありませんか？
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地 区 担当委員名 調　査　区　域

下　妻

大　宝

騰波ノ江

上　妻

総　上

豊加美

高道祖

蚕　飼
　・
宗　道

大　形

稲 川 　 隆 大町、新町、上町、栗山、三道地、峰、本峰、不動宿、
長塚、石の宮、砂沼新田、仲町、横町、浦町、下町　

森 　 槇 雄 本宿、本宿町、坂本、上宿、相原山、旭、陣屋、西町、
小野子、小野子町、下子町、新屋敷、田町、本城町　

大 塚 武 雄 大宝、北大宝、平川戸、横根
篠 﨑 宏 之 大串、平沼、福田、下木戸、坂井、比毛、堀篭
程 塚 裕 行 下宿、東宿、上宿、久目、西宿、神明、本田、牧本、福代地
中 山 　 基 下宮、数須、筑波島、下田、貝越、中郷、宇坪谷
齋 藤 孝 夫 桐ヶ瀬、前河原、渋井、尻手、赤須
磯 山 　 誠 南原、柴、半谷
栗 島 喜 好 江、大木
飯 村 　 正 平方、黒駒川岸、黒駒西、黒駒東
増 田 修 司 東古沢、袋畑、西古沢
京 空 克 芳 小島、香取、石堂、新堀
野 村 　 操 今泉、中居指、二本紀
大 山 敬 行 山尻、谷田部、柳原
國府田 房雄 加養１・２・３・中・４・５・６・７・８、新堀、亀崎
木 村 　 進 肘谷、樋橋本田、樋橋新田
飯 村 　 昇 原、中台、桜塚
笠 嶋 和 良 小渡
塚 田 好 克 本田
廣 瀬 　 榮 大園木、鯨、長萱、伊古立
島 田 秀 男 見田、唐崎、原、羽子
髙 橋 　 誠 田下、下栗、本宗道、宗道、渋田
人 見 昌 宏 鎌庭、鬼怒
中 山 　 隆 別府、村岡
田 中 昭 一 皆葉、五箇

（10日が休日の場合は、
  その次の開庁日です。）

農地法に基づく
許可申請の受付
締切は、
毎月10日です。

規模縮小・経営転換・農地相続でお困りの方
・市町村の農政担当窓口ご相談ください。
・「貸付希望申出書」を提出してください。
・貸付希望農地の状況を確認します。
・機構の基準により、借り受けが可能となっ
　た場合、機構が借り受けるための手続きを
　行います。

■農地を借りたい場合■
規模拡大・新規参入をお考えの方
・借りたい農地が所在する市町村の農政担当
　窓口にご相談ください。
・「借受希望申込書」を提出してください。
・出し手農家とのマッチング後に、機構が農
　地を貸し付けるための手続きを行います。

■農地を貸すメリット■
・貸付期間満了後、農地は確実に出し手に戻
　ります。
・貸付期間満了後、継続して貸付することも
　できます。
・設定した地代は機構から確実に支払われま
　す。

農地集積バンク［農地中間管理機構］
【問い合わせ】
　農地中間管理機構
　(公益社団法人茨城県農林振興公社)
　　水戸市上国井町3118‐1
　　☎０２９－２３９－７１３１

　県西農林事務所駐在
　　☎０２９６－４８－８２２５

　市農政課
　　☎０２９６－４４－０７２９

・市町村・農業委員会と連携し農地の集積・集約を進めます。
・担い手にまとまりのある形で農地を利用できるよう貸し付け
　ます。
・担い手への貸し付けが決まるまでの間、農地を管理します。
・簡易な条件整備を行います。（担い手の要望により）

　農地中間管理機構は、高齢化や後継者不足などで耕作を続
けることが難しくなった農地を借り受け、認定農業者や集落
営農組織などの担い手に貸し付ける公的機関（農地バンク）
で、都道府県に一つずつ設置されています。

■農地を借りるメリット■
・長期の借入期間により（原則10年）安定し
　た営農が可能です。
・分散した農地の集約化が可能となり作業効
　率や生産性の向上につながります。
・地代は機構にまとめて支払っていただき、
　機構が出し手へ個別に支払います。

農地集積バンク

農地中間管理機構
貸付 貸付

（転貸）
貸付 貸付

（転貸）
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農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
、平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
改
正
の
主
な
も
の
は
、「
農
業
委
員
会
事
務
の
重
点
化
」、「
農
業
委
員

の
選
出
方
法
の
変
更
」、「
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
新
設
」等
で
す
。

　
以
下
、新
た
な
農
業
委
員
会
制
度
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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農
業
委
員
の
選
出
方
法
は
、
公
職

選
挙
法
に
基
づ
く
も
の
か
ら
市
町
村

長
が
議
会
の
同
意
を
得
て
任
命
す
る

方
法
に
な
り
ま
す
。

　
下
妻
市
農
業
委
員
会
に
お
い
て
は
、

法
律
の
経
過
措
置
に
よ
り
従
来
か
ら

の
農
業
委
員
が
平
成
29
年
７
月
19
日

ま
で
の
任
期
を
務
め
ま
す
。

農
業
委
員
会
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た

■
農
業
委
員
の
選
出
方
法
が
変
わ
り
ま
す

１
公
選
制
か
ら
市
町
村
長
の
任
命
制
に
な
り
ま
す

　
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に

関
す
る
事
務
が
、
農
業
委
員
会
の
重
要

な
事
務
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
と

は
、
①
担
い
手
へ
の
農
地
利
用
の
集
積
・

集
約
化
　
②
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
・

解
消
　
③
新
規
参
入
の
促
進
　
に
よ
る

農
地
等
の
利
用
の
効
率
化
及
び
高
度
化

の
促
進
を
行
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。農
地

利
用
最
適
化
推
進
委
員
は
、
こ
れ
ら
を

推
進
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
活
動
を
行
う

上
で
、
農
地
中
間
管
理
機
構
（
３
ペ
ー

ジ
）
と
の
連
携
が
大
切
で
す
。

■
農
業
委
員
会
の
役
割
が
「
農
地
等
の
利
用
の

　最
適
化
の
推
進
」
と
し
て
強
化
さ
れ
ま
す

　
農
業
委
員
会
の
活
動
状
況
は
、
全
国

農
業
会
議
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

さ
れ
て
い
ま
す
。

■
農
業
委
員
会
活
動
の

　「見
え
る
化
」を
進
め
ま
す

　
都
道
府
県
農
業
会
議
、
全
国
農
業
会

議
は
、
農
業
委
員
会
の
支
援
機
関
と
し

て
の
機
能
を
強
化
す
る
た
め
、
「
農
業

委
員
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構
」
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

■
農
業
委
員
会
ネ
ッ
ト

　ワ
ー
ク
機
構
の
整
備

　
推
進
委
員
は
、
担
当
地
域
に
お
い
て
、

担
い
手
へ
の
農
地
利
用
の
集
積
・
集
約

化
、
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
・
解
消

等
の
現
場
活
動
を
行
い
ま
す
。

■
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
新
設
さ
れ
ま
す

１
農
業
委
員
会
は
農
業
委
員

と
と
も
に
地
域
で
活
動
す
る

推
進
委
員
を
委
嘱
し
ま
す

　
今
回
の
農
地
法
改
正
で
は
、
農
業
の

６
次
産
業
化
を
進
め
る
た
め
、
農
地
の

所
有
が
認
め
ら
れ
て
い
る
法
人
の
制
度

に
つ
い
て
変
更
が
あ
り
ま
し
た
。

①
法
律
上
の
名
称
が
農
地
所
有
適
格
法

　
人
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

②
役
員
の
農
作
業
従
事
要
件
に
つ
い
て
、

　
役
員
等
の
う
ち
１
人
以
上
の
者
が
、

　
農
作
業
に
常
時
従
事
す
れ
ば
足
り
ま

　
す
。

③
議
決
権
要
件
に
つ
い
て
、
農
業
者
以

　
外
の
者
の
議
決
権
が
、
総
議
決
権
の

　
２
分
の
１
未
満
ま
で
認
め
ら
れ
ま
す
。

　
農
地
法
が
改
正
さ
れ
、
平
成
28
年
４

月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

■
農
地
制
度
も

　改
正
さ
れ
ま
し
た

１
農
業
生
産
法
人
か
ら

農
地
所
有
適
格
法
人
へ

　
農
地
転
用
の
許
可
に
際
し
て
、
面
積

が
30
ア
ー
ル
を
超
え
る
場
合
は
、
都
道

府
県
農
業
委
員
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の

意
見
聴
取
が
必
須
に
な
り
ま
し
た
。

２
農
地
転
用
制
度
が

変
更
さ
れ
ま
し
た

　
農
業
委
員
の
過
半
は
認
定
農
業
者
で

あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

農
業
者
以
外
の
者
で
、
中
立
な
立
場
で

公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

を
１
人
以
上
入
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

２
過
半
を
認
定
農
業
者
に
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す

　
農
業
委
員
の
年
齢
、
性
別
等
に
偏
り

が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

３
女
性
や
青
年
も

積
極
的
に
登
用
す
る

　
農
地
利
用
の
最
適
化
を
進
め
る
た
め

に
は
、
農
業
委
員
と
推
進
委
員
が
一
体

的
に
連
携
し
あ
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が

必
要
で
す
。

２
推
進
委
員
は
農
業
委
員
会

総
会
等
に
出
席
し
意
見
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
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農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
、平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
改
正
の
主
な
も
の
は
、「
農
業
委
員
会
事
務
の
重
点
化
」、「
農
業
委
員

の
選
出
方
法
の
変
更
」、「
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
新
設
」等
で
す
。

　
以
下
、新
た
な
農
業
委
員
会
制
度
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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農
業
委
員
の
選
出
方
法
は
、
公
職

選
挙
法
に
基
づ
く
も
の
か
ら
市
町
村

長
が
議
会
の
同
意
を
得
て
任
命
す
る

方
法
に
な
り
ま
す
。

　
下
妻
市
農
業
委
員
会
に
お
い
て
は
、

法
律
の
経
過
措
置
に
よ
り
従
来
か
ら

の
農
業
委
員
が
平
成
29
年
７
月
19
日

ま
で
の
任
期
を
務
め
ま
す
。

農
業
委
員
会
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た

■
農
業
委
員
の
選
出
方
法
が
変
わ
り
ま
す

１
公
選
制
か
ら
市
町
村
長
の
任
命
制
に
な
り
ま
す

　
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に

関
す
る
事
務
が
、
農
業
委
員
会
の
重
要

な
事
務
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
と

は
、
①
担
い
手
へ
の
農
地
利
用
の
集
積
・

集
約
化
　
②
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
・

解
消
　
③
新
規
参
入
の
促
進
　
に
よ
る

農
地
等
の
利
用
の
効
率
化
及
び
高
度
化

の
促
進
を
行
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。農
地

利
用
最
適
化
推
進
委
員
は
、
こ
れ
ら
を

推
進
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
活
動
を
行
う

上
で
、
農
地
中
間
管
理
機
構
（
３
ペ
ー

ジ
）
と
の
連
携
が
大
切
で
す
。

■
農
業
委
員
会
の
役
割
が
「
農
地
等
の
利
用
の

　最
適
化
の
推
進
」
と
し
て
強
化
さ
れ
ま
す

　
農
業
委
員
会
の
活
動
状
況
は
、
全
国

農
業
会
議
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

さ
れ
て
い
ま
す
。

■
農
業
委
員
会
活
動
の

　「見
え
る
化
」を
進
め
ま
す

　
都
道
府
県
農
業
会
議
、
全
国
農
業
会

議
は
、
農
業
委
員
会
の
支
援
機
関
と
し

て
の
機
能
を
強
化
す
る
た
め
、
「
農
業

委
員
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構
」
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

■
農
業
委
員
会
ネ
ッ
ト

　ワ
ー
ク
機
構
の
整
備

　
推
進
委
員
は
、
担
当
地
域
に
お
い
て
、

担
い
手
へ
の
農
地
利
用
の
集
積
・
集
約

化
、
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
・
解
消

等
の
現
場
活
動
を
行
い
ま
す
。

■
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
新
設
さ
れ
ま
す

１
農
業
委
員
会
は
農
業
委
員

と
と
も
に
地
域
で
活
動
す
る

推
進
委
員
を
委
嘱
し
ま
す

　
今
回
の
農
地
法
改
正
で
は
、
農
業
の

６
次
産
業
化
を
進
め
る
た
め
、
農
地
の

所
有
が
認
め
ら
れ
て
い
る
法
人
の
制
度

に
つ
い
て
変
更
が
あ
り
ま
し
た
。

①
法
律
上
の
名
称
が
農
地
所
有
適
格
法

　
人
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

②
役
員
の
農
作
業
従
事
要
件
に
つ
い
て
、

　
役
員
等
の
う
ち
１
人
以
上
の
者
が
、

　
農
作
業
に
常
時
従
事
す
れ
ば
足
り
ま

　
す
。

③
議
決
権
要
件
に
つ
い
て
、
農
業
者
以

　
外
の
者
の
議
決
権
が
、
総
議
決
権
の

　
２
分
の
１
未
満
ま
で
認
め
ら
れ
ま
す
。

　
農
地
法
が
改
正
さ
れ
、
平
成
28
年
４

月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

■
農
地
制
度
も

　改
正
さ
れ
ま
し
た

１
農
業
生
産
法
人
か
ら

農
地
所
有
適
格
法
人
へ

　
農
地
転
用
の
許
可
に
際
し
て
、
面
積

が
30
ア
ー
ル
を
超
え
る
場
合
は
、
都
道

府
県
農
業
委
員
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の

意
見
聴
取
が
必
須
に
な
り
ま
し
た
。

２
農
地
転
用
制
度
が

変
更
さ
れ
ま
し
た

　
農
業
委
員
の
過
半
は
認
定
農
業
者
で

あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

農
業
者
以
外
の
者
で
、
中
立
な
立
場
で

公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

を
１
人
以
上
入
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

２
過
半
を
認
定
農
業
者
に
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す

　
農
業
委
員
の
年
齢
、
性
別
等
に
偏
り

が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

３
女
性
や
青
年
も

積
極
的
に
登
用
す
る

　
農
地
利
用
の
最
適
化
を
進
め
る
た
め

に
は
、
農
業
委
員
と
推
進
委
員
が
一
体

的
に
連
携
し
あ
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が

必
要
で
す
。

２
推
進
委
員
は
農
業
委
員
会

総
会
等
に
出
席
し
意
見
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
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１
．『
農
地
の
整
地
や
造
成
を
し
て
や
る
』 

と
い
わ
れ
て
も
安
易
に
農
地
を
貸
す
の

は
や
め
ま
し
ょ
う
。

 

ま
た
、
農
地
の
埋
立
て
を
他
人
ま
か
せ

に
す
る
と
、
建
設
残
土
や
廃
棄
物
等
で

埋
立
て
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
、
次
の
よ

う
な
被
害
が
及
ぶ
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

①
有
害
物
質
混
入
に
よ
る
悪
臭
、
地
下

　水
汚
染
に
よ
る
飲
料
水
や
農
作
物
の

　汚
染

②
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
ら
等
の
混
入
に
よ

　り
、
機
械
に
よ
る
営
農
困
難

③
無
秩
序
な
埋
立
て
に
よ
る
隣
接
地
へ

　の
雨
水
・
土
砂
の
流
失

２
．
万
が
一
廃
棄
物
が
投
棄
さ
れ
た
場

合
、
土
地
を
貸
し
た
人
に
も
責
任
が
問

わ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
近
隣
に
も
迷
惑

が
か
か
り
ま
す
。
ま
た
、
原
状
回
復
に

も
莫
大
な
費
用
が
か
か
り
ま
す
。

３
．
農
地
の
埋
立
て
を
業
者
に
依
頼
す

る
場
合
は
、
信
頼
の
あ
る
業
者
を
選
定

し
、
事
前
に
埋
立
て
に
使
う
土
や
埋
立

て
後
の
形
状
・
覆
土
等
を
十
分
に
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
万
が
一
の
場
合
に
備
え
契
約

書
等
に
明
記
す
る
の
が
望
ま
し
い
で
し

ょ
う
。

自
分
の
農
地
は
自
分
で
守
り
ま
し
ょ
う

農業者年金で
生涯所得の確保を

○あなたの老後生活への備えは十分ですか？
○年金は家族一人ひとりについて準備することが大切です。
○老後の備えは国民年金プラス農業者年金が基本です。

月々の保険料を大きくすることで将来の支給額を増やせます

農業者年金へは
　国民年金第1号被保険者（国民年金保険料納付免除者を除く）
　年間60日以上農業に従事
　60歳未満
の方ならどなたでも加入できます。

ご
注
意
く
だ
さ
い
!!

　
農
地
に
許
可
等
を
受
け
ず
に
、
土
砂

な
ど
の
埋
立
て
・
盛
土
等
を
行
な
っ
た

事
業
者
、
工
事
の
請
負
人
又
は
土
地
所

有
者
は
、
農
地
法
に
違
反
す
る
こ
と
に

な
り
、
茨
城
県
か
ら
工
事
の
中
止
、
原

　農業者年金の保険料は２万円から６万７千円まで（千円単位）加入者が自由に選択できます。
また保険料の額はいつでも見直しできます。
　加入期間が短くても保険料を増やすことで豊かな老後に備えることができます。

支払った保険料は全額社会保険料控除の対象となります

※金額は単位未満を四捨五入しています。
※この試算は、65歳までの運用利回りが2.5%、65歳以上の予定利率が0.50%になった場合の試算です。
※女性の金額が少ないのは、平均余命を考慮して計算されているためです。

加入年齢

２０歳

３０歳

４０歳

５０歳

加入年数

４０年

３０年

２０年

１０年

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

保険料月額
2万円の場合

７９万

６６万

５２万

４４万

３１万

２６万

１４万

１２万

保険料月額
4万円の場合

１５７万

１３３万

１０４万

８８万

６２万

５２万

２８万

２３万

保険料月額
6万7千円の場合

２５３万

２２２万

１７５万

１４７万

１０３万

８７万

４６万

３９万

・農業者年金の保険料の全額が、確定申告の際に、社会保険料控除の対象となります。
・社会保険料控除の申告により所得税と住民税が軽減されます

状
回
復
等
の
命
令
が
な
さ
れ
る
場
合
や
、

懲
役
・
罰
金
の
罰
則
適
用
が
あ
り
ま
す
。

【
違
反
転
用
に
対
す
る
処
分

（
農
地
法
第
51
条
）】

無
断
転
用
は
罰
せ
ら
れ
ま
す
!!

無断転用とは無断転用とは

住宅や工場敷地にした
資材置場にした
駐車場にした

違反転用
３年以下の懲役または３００万円以下の罰金 （法人は１億円以下の罰金）

【罰則（農地法第64条 ・ 第67条）】

一時的に資材置き場にした
一時的に砂利採取をした
一時的に農地構造をした

許可なく農地を

★農地の埋立て・盛土等を行う際は、必ず事前に、お近く
の農業委員ま　たは農業委員会事務局にご相談ください。
★農業者をはじめ、開発にたずさわる人も農地転用許可制
度を正しく理　解して、法令遵守に努めましょう。
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１
．『
農
地
の
整
地
や
造
成
を
し
て
や
る
』 

と
い
わ
れ
て
も
安
易
に
農
地
を
貸
す
の

は
や
め
ま
し
ょ
う
。

 

ま
た
、
農
地
の
埋
立
て
を
他
人
ま
か
せ

に
す
る
と
、
建
設
残
土
や
廃
棄
物
等
で

埋
立
て
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
、
次
の
よ

う
な
被
害
が
及
ぶ
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

①
有
害
物
質
混
入
に
よ
る
悪
臭
、
地
下

　水
汚
染
に
よ
る
飲
料
水
や
農
作
物
の

　汚
染

②
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
ら
等
の
混
入
に
よ

　り
、
機
械
に
よ
る
営
農
困
難

③
無
秩
序
な
埋
立
て
に
よ
る
隣
接
地
へ

　の
雨
水
・
土
砂
の
流
失

２
．
万
が
一
廃
棄
物
が
投
棄
さ
れ
た
場

合
、
土
地
を
貸
し
た
人
に
も
責
任
が
問

わ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
近
隣
に
も
迷
惑

が
か
か
り
ま
す
。
ま
た
、
原
状
回
復
に

も
莫
大
な
費
用
が
か
か
り
ま
す
。

３
．
農
地
の
埋
立
て
を
業
者
に
依
頼
す

る
場
合
は
、
信
頼
の
あ
る
業
者
を
選
定

し
、
事
前
に
埋
立
て
に
使
う
土
や
埋
立

て
後
の
形
状
・
覆
土
等
を
十
分
に
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
万
が
一
の
場
合
に
備
え
契
約

書
等
に
明
記
す
る
の
が
望
ま
し
い
で
し

ょ
う
。

自
分
の
農
地
は
自
分
で
守
り
ま
し
ょ
う

農業者年金で
生涯所得の確保を

○あなたの老後生活への備えは十分ですか？
○年金は家族一人ひとりについて準備することが大切です。
○老後の備えは国民年金プラス農業者年金が基本です。

月々の保険料を大きくすることで将来の支給額を増やせます

農業者年金へは
　国民年金第1号被保険者（国民年金保険料納付免除者を除く）
　年間60日以上農業に従事
　60歳未満
の方ならどなたでも加入できます。

ご
注
意
く
だ
さ
い
!!

　
農
地
に
許
可
等
を
受
け
ず
に
、
土
砂

な
ど
の
埋
立
て
・
盛
土
等
を
行
な
っ
た

事
業
者
、
工
事
の
請
負
人
又
は
土
地
所

有
者
は
、
農
地
法
に
違
反
す
る
こ
と
に

な
り
、
茨
城
県
か
ら
工
事
の
中
止
、
原

　農業者年金の保険料は２万円から６万７千円まで（千円単位）加入者が自由に選択できます。
また保険料の額はいつでも見直しできます。
　加入期間が短くても保険料を増やすことで豊かな老後に備えることができます。

支払った保険料は全額社会保険料控除の対象となります

※金額は単位未満を四捨五入しています。
※この試算は、65歳までの運用利回りが2.5%、65歳以上の予定利率が0.50%になった場合の試算です。
※女性の金額が少ないのは、平均余命を考慮して計算されているためです。

加入年齢

２０歳

３０歳

４０歳

５０歳

加入年数

４０年

３０年

２０年

１０年

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

保険料月額
2万円の場合

７９万

６６万

５２万

４４万

３１万

２６万

１４万

１２万

保険料月額
4万円の場合

１５７万

１３３万

１０４万

８８万

６２万

５２万

２８万

２３万

保険料月額
6万7千円の場合

２５３万

２２２万

１７５万

１４７万

１０３万

８７万

４６万

３９万

・農業者年金の保険料の全額が、確定申告の際に、社会保険料控除の対象となります。
・社会保険料控除の申告により所得税と住民税が軽減されます

状
回
復
等
の
命
令
が
な
さ
れ
る
場
合
や
、

懲
役
・
罰
金
の
罰
則
適
用
が
あ
り
ま
す
。

【
違
反
転
用
に
対
す
る
処
分

（
農
地
法
第
51
条
）】

無
断
転
用
は
罰
せ
ら
れ
ま
す
!!

無断転用とは無断転用とは

住宅や工場敷地にした
資材置場にした
駐車場にした

違反転用
３年以下の懲役または３００万円以下の罰金 （法人は１億円以下の罰金）

【罰則（農地法第64条 ・ 第67条）】

一時的に資材置き場にした
一時的に砂利採取をした
一時的に農地構造をした

許可なく農地を

★農地の埋立て・盛土等を行う際は、必ず事前に、お近く
の農業委員ま　たは農業委員会事務局にご相談ください。
★農業者をはじめ、開発にたずさわる人も農地転用許可制
度を正しく理　解して、法令遵守に努めましょう。

農業者年金で農業者年金で
生涯所得の確保を生涯所得の確保を
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主
な
内
容

　農業を始めようとしたきっかけは、小さい頃
から親が兼業で行っていた、水稲栽培を手伝っ
ていたため自然に興味を持ち高校生の頃、自分
は専業で新たな分野に挑戦したいと思い農業大
学に進学し野菜の勉強を始めました。
 農業に従事し、最初は、何もかも一からのス
タートだったので、農地の集積、農業機械の導
入、栽培品目、栽培のローテ－ション、品種、
肥料に関わるまですべてにおいて苦労しました。

　まだまだ、勉強不足な所もあるし、人手不足などの問題もたくさんあるが、就農３年目を迎えて
ある程度の基盤が出来てきたと実感出来ましたので、これから先もさらに努力をして規模拡大、品
質向上を計り、売上げられるように頑張りたいと思います。

大きな希望をもって
農業に励みます

二人でがんばっています

　農業体験を学ぼうと、東京都銀座
の泰明小学校から親子８０人が市内
の二本木の田んぼを訪れ、総上小学
校の親子２０人と一緒に田植えや下
妻の食材を生かしたバーベキューを
楽しみました。また、１０月には再
び訪れ、稲刈りを予定しています。
両校のPTAは、昨年の農業体験をき
っかけに交流が始まり、東京で餅つ
き大会を行うなど都市間の交流が深
まっています。

農業体験をとおして
都市との親睦を深めています

人見 一成さん、正恵さん夫妻
（鎌庭在住）

都市農村交流事業




